
１． 件 名 山梨運輸支局庁舎清掃

２． 仕 様 書 別紙のとおり

３． 仕様説明に対する 12時00分
質 問 書 提 出 期 限

４． 同 上 提 出 及 び 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７
回 答 場 所 横浜第２合同庁舎１７階

関東運輸局総務部会計課
電 話 ０４５－２１１－７２０７
E-mail ktt-choudo@gxb.mlit.go.jp

５． 回 答 日 時 13時00分

仕　　様　　説　　明　　書

令和6年3月1日(金)

令和6年3月5日(火)



山梨運輸支局庁舎清掃仕様書

１．履行場所

・山梨運輸支局

所在地 山梨県笛吹市石和町唐柏１０００－９

２．契約期間

令和６年４月１日～令和７年３月３１日

ただし、上記期間中、次に掲げる日を除く

①土曜日及び日曜日

②国民の祝日に関する法律に規定する休日

③１２月２９日から１月３日までの日

３．業務内容

（１）作業に関しては特に定めが無い場合開庁日の８：３０～１７：００の時間内と

する。別途指示がある場合はその限りではない。

作業日が閉庁日にあたる場合等は監督職員との協議によるものとする

（２）各作業の回数及び面積は、別紙「清掃一覧」（以下、「別紙」とする。）のとお

りとする

（３）以下の作業においては次の事項に留意すること。

・業務の支障にならないように注意すること。特に平日業務時間中は来客者の往

来が多いため、十分配慮すること。

・作業時は来庁者等に十分注意して作業を行い、トラブルがないようにすること。

・作業の実施に際しては、施設及び物品等に損傷を与えないよう十分に注意する

こと。損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、請負者の

責において復旧すること。

（４）業務の詳細

（Ⅰ）事務庁舎床清掃

※開始前準備

各室の清掃は、監督職員に報告後順次開始するものとし、椅子や事務室等の物

品で移動できるものは、移動させ清掃を行うこと。

a．Ｐタイル

①掃除機等により掃き掃除を行い、塵、埃を除去する。

②ポリッシャー（中性洗剤を使用する。）により、洗浄を行う。

③モップ等により水拭きを行い、乾燥させる。

④乾燥後、ワックスを塗布し、ワックスを乾燥させ、仕上げる。

※１年に一度、ワックスの剥離清掃を実施すること。



さらに、汚れ等が目立つ場合には、適宜剥離清掃を実施すること。

ｂ．磁器タイル

①掃除機等により掃き掃除を行い、塵、埃を除去する。

②ポリッシャー（中性洗剤を使用する。）により洗浄を行う。

③モップ等により水拭きを行い、乾燥させる。

ｃ．カーペット等（OAフロア、OAカーペット含む）

①掃除機等により、ゴミ、塵、埃等を除去する。

②シミや汚れ（油等による）の付着した床面があった場合は、適正な洗剤を用

い洗浄すること。

※作業終了時

移動させた椅子や事務室等の物品等を元の位置に戻すこと。

机の上に上がっている椅子等を所定の場所に戻すこと。

ｄ．鉄骨階段

①掃除機等により掃き掃除を行い、塵、埃を除去する。

②ブラシ（中性洗剤を使用する。）により洗浄を行う。

③モップ等により水拭きを行い、乾燥させる。

（Ⅱ）トイレ清掃

①トイレ床面のゴミを掃き取り、清掃用具を用いて水洗いし、水を完全に除く

こと。ただし、汚損のひどい場合はデッキブラシなどで汚れを落とし、水を

完全に除くこと。

②大小便器及び洗面所は、たわし、雑巾及び専用洗剤を用いて洗浄すること。

また、汚物入れの汚物処理・清掃も行うこと。

③石鹸水、トイレットペーパー、消臭剤及び洋式トイレ便座除菌液については、

定期的に補充すること。ただし、これらの消耗品については支局で用意する

ものとする。

④定期的に、便器の尿石、黄ばみを除去するため、支局の用意する尿石除去剤

にて清掃を行うこと。

（Ⅲ）窓ガラス清掃

①ガラス両面を専用洗浄水を用いて汚れを洗い落とし、ガラス用モップにて汚

れを落とすこと。

②ゴム・スクイージーなどで水切りを行い、ウエスなどで仕上げの乾拭きをし

乾燥させること。

③ブラインドが設置された窓については、柔らかいはたき等を用いてブライン

ド表面の埃を除去すること。（一年に一回は薬剤を用いて確実に汚れを落と

しきること）

※作業終了後は必ず施錠し、施錠されていることを確認すること。

（Ⅳ）玄関マットの交換

①玄関マットを契約履行日より設置すること。

②別紙のとおり定期的にクリーニング済みのものと取り替えること。

（Ⅴ）玄関マットの清掃



設置されている玄関マットを掃除機等により、ゴミ、塵、埃等を除去すること。

４．器具、資材、消耗品の負担

清掃作業に必要な器具、資材、消耗品等（３．（４）（Ⅱ）③の消耗品を除く）はす

べて請負者において準備すること。

５．責任者等

本契約において、連絡体制を構築するため統括責任者、各履行先においては作業責

任者（以下「責任者等」という）を配置し監督職員に届出ること。責任者等は各現場

から報告があった場合速やかに発注者に報告すること。

責任者等は原則、契約期間において変更しないものとする。

６．清掃後の報告及び検査

（１）「３．業務内容」の作業終了後、別紙様式にて報告書を作成し、監督職員に確認

を受けること。

（２）検査・監督職員等より、作業終了後洗浄が不十分と判断された場合や履行され

ていないことが確認された場合は、再度清掃すること。

（３）各月終了後（１）により確認を受けた報告書に、統括責任者の氏名記入及び押

印をしたものを検査職員に提出し、検収印を受領すること。受領印をもって、各

月の作業完了とする。

７．監督と検査

・監督職員は、「３．業務内容」にかかる作業の監督を行うとともに、請負者より報告

書の提出があった場合は確認を行う。

・検査職員は、各月終了後「３．業務内容」にかかる作業の検査を行うとともに、請

負者より報告書の提出があった場合検収を行う。

８．支 払

・７．検査職員の検査に合格した後に代金の請求を行うものとする。

・本件は、関東運輸局・独立行政法人自動車技術総合機構及び請負者の３者契約で

あるため、請求の際は、負担割合に応じて以下に請求する。

・関東運輸局長

・独立行政法人自動車技術総合機構 関東検査部長

９．その他



・契約期間中に当局から清掃面積等の変更について申し出があった場合は、直ちに契

約の変更を行うものとする。

・作業その他で疑義等が発生した場合は、責任者等と監督職員において適宜調整を行

うこと。

・清掃日時の決定後に変更が生じる場合は速やかに連絡し責任者等と監督職員におい

て協議すること。

・業務に従事する者については、「労働基準法・最低賃金法」等労働者を雇用する上で

必要な法令に抵触していないこと。

１０．検査職員

・山梨運輸支局 首席運輸企画専門官

ただし、異動等により変更があった場合は別途通知するものとする。

１１．監督職員

・山梨運輸支局 運輸企画専門官

ただし、異動等により変更があった場合は別途通知するものとする。



備考 材質・規格 １F ２F
磁器タイル 180.42 180.42 ㎡
Pタイル 60.02 209.87 269.89 ㎡
OAカーペット 88.04 113.34 201.38 ㎡
鉄骨階段 11.04 11.04 ㎡
磁器タイル 27.5 7.7 35.20 ㎡
小便器 4 1 5 個
大便器 7 1 8 個
洗面台 5 1 6 個

窓ガラス 年 2 7・1月 160.56 ㎡
90×75 1 枚
90×150 9 枚
90×180 0 枚

玄関マット清掃 月 1
事務庁舎に
同じ

90×150 2 枚

山梨

玄関マット交換
事務庁舎に
同じ

月 1

月・水・金トイレ 週 3

頻度 計

事務庁舎 月 1
別途協議に
よる



月分報告書 （官署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 責任者又は作業員

掃き掃除等

ポリッシャー清掃

水拭き・乾燥

ワックス掛け

掃き掃除等

ポリッシャー清掃

水拭き・乾燥

掃除機掛け

汚れ部分清掃

床掃除

便器清掃

消耗品補充

水拭き

水切り

 交換又は清掃

現場職員確認

検査職員
会社名

印

窓
ガ
ラ
ス

マ

ッ
ト

そ
の

他

月分について上記のとおり報告します

検収
統括責任者

別紙「報告書」

床
清
掃

P
タ
イ
ル

磁
器
タ
イ
ル

カ
ー

ペ

ッ
ト

等

ト
イ
レ


